
安否情報提供専用電話窓口 

•開設時問：9時〜17時 

00 2 4 4 - 3 7 - 2 1 7 1 

00 244—3 7—2172 

SO 244 — 37 — 2 1 7 3 

SO 2 4 4 - 3 7 - 2 2 0 6 

給水所情報 

現在、各地域を巡回して給水所を設置しています。 

スケジュールについては、お問い合わせください。 

_問い合わせ先都市整備課（S3 7 — 2 1 6 0) 

相馬広域水道企業団（S 3 5 — 10 2〇） 

報 つ 

平成23年 3 月 1 7 日 

情報が伝わリにくくなっています。周りの方にも、号外の内容をお伝えください。 

原
発
事
故
へ
の 

市
の
対
応 

3
月
n
曰
に
発
生
し 

た
東
日
本
大
震
災
に
よ 

リ
、
東
京
電
力
福
島
第 

I

原
子
力
発
電
所
で
爆 

発
事
故
が
発
生
し
ま
し 

た 
市
と
し
て
は
、
放
射 

能
の
問
題
な
ど
重
大
な 

関
心
を
も
つ
て
、
政
府 

統
合
対
策
本
部
と
連
携 

し
な
が
ら
対
応
し
て
ま 

い
リ
ま
す
。 

現
段
階
で
は
、
避
難 

や
屋
内
退
避
な
ど
の
指 

置
を
考
え
る
状
況
で
は 

あ
り
ま
せ
ん
。 

今
後
、
国
か
ら
そ
の 

よ
ぅ
な
指
示
が
あ
れ
ば 

自
衛
隊
の
支
援
を
受
け 

て
実
施
し
て
ま
い
リ
ま 

す
。 

r 各
種
被
災
者
支
援
を
行
い
ま
す 

支
援
金
を
お
渡
し
し
ま
す 

市
で
は
、
こ
の
度
の
地
震
お
よ 

び
津
波
に
よ
つ
て
避
難
さ
れ
た
皆 

さ
ま
に
、
被
災
者
生
活
支
援
金
を 

お
渡
し
し
ま
す
。
支
給
の
対
象
と 

な
る
方
、
支
援
金
の
金
額
は
次
の 

と
お
り
で
す
。 

•
対
象
者
平
成
2
3
年
3
月
1
1
日 

現
在
、
相
馬
市
に
住
民
粟
が
あ
り
、 

地
震
、
津
波
で
住
宅(

借
家
を
含 

む)

が
全
半
壊
、
流
失
、
埋
没
、 

水
ま
た
は
床
上
浸
水
の
被
害
を
受 

け
た
避
難
者
の
方 

•
支
給
額 

1

人
あ
た
り
3
0
、
0
0
0
円 

(

本
人
分
の
み
支
給)

 

3
月
；2

日(

水)

か
ら
市
の
職 

員
が
避
難
所
を
巡
回
し
て
受
け
付 

け
を
行
い
ま
す
。 

免
許
証
や
印
鑑
な
ど
を
お
持
ち 

で
な
い
場
合
で
も
手
続
き
が
で
き 

ま
す
が
、
免
許
証
や
保
険
証
な
ど 

の
身
分
を
証
明
で
き
る
も
の
が
あ 

れ
ば
ス
ム
丨
ズ
に
手
続
き
が
で
き 

ま
す
。 

受
け
付
け
時
は
混
雑
が
予
想
さ 

れ
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い 

し
ま
す
。 

な
お
、
避
難
所
に
避
難
し
て
い 

る
方
を
優
先
し
て
受
け
付
け
を
行 

い
ま
す
の
で
ご
理
解
願
い
ま
す
。 

避
難
所
以
外
の
受
け
付
け
に
つ 

い
て
は
、
3
月2

日(

土)

以
降 

に
市
役
所
で
の
受
け
付
け
を
予
定 

し
て
い
ま
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
財
政
課
財
政 

係

(

S 
リ
2
1
2
3)

 

被
災
用
住
宅
へ
の
入
居 

市
で
は
、
こ
の
度
の
地
震
お
よ 

び
沌
波
に
よ
っ
て
住
居
が
全
壊
• 

半
壊
し
、
生
活
が
困
難
な
方
が
被 

災
用
住
宅
へ
入
居
で
き
る
よ
ぅ
準 

備
を
進
め
て
い
ま
す
。 

•
対
象
者
相
馬
市
在
住
の
方 

※
妊
婦
•
4
歳
以
下
の
子
ど
も
の 

い
る
方•

身
体
障
が
い
者
•
高 

齢
者(

7
5
歳
以
上)

の
方
を
優 

先
し
ま
す
。 

•
住
宅
の
種
類
•
公
営
住
宅 

(

雇
用
促
進
住
宅)

•
民
間
ア
バ
ー 

ト(

借
上
げ)

•
応
急
仮
設
住
宅 

•
申
請
開
始
日
3
月
n
日(

木)
 

詳
細
は
、
別
に
配
布
の
チ
ラ
シ 

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
建
築
課(

a 

3
7
2
1
4
8)

 



ごみ収集のおしらせ 

【家庭ごみの収集】 

家庭ごみは、「燃やすごみ」のみ収集。（玉野地区を除く） 

地震•津波の被害状況などを勘案し、収集に努めますが、 

収集できない場合もありますので、ご理解.ご協力をお願い 

します。通常収集の再開は後曰お知らせします。 

ごみ焼却場•一般廃棄物埋立処分場への持込みは通常通り 

営業しています。 

【災害ごみの処理】 

災害ごみ（崩落した瓦•壁•ガレキなど）の受入を予定し 

ていますが、搬入場所等詳細は後日お知らせします。 

それまでの間、道路通行の支障にならないよう自己所有敷 

地などで一時保管するようお願し、します。 

• 問 い 合 わ せ 先 生 活 環 境 課 ( S 3 7 - 2 1 4 3) 

種類 ステ一シヨン回収 自己搬入 搬入場所 搬入時間 

燃やせるごみ 〇 〇（有料） ごみ焼却場（公立病院西） 
9 ： 00 〜16 ： 30 

燃やせないごみ X 〇(有料) 
ごみ焼却場内不燃物処理施設 

9 ： 00 〜16 ： 30 

燃やせないごみ X 〇(有料) 
一般廃棄物埋立処分場（磯部） 9 ： 00 〜16 ： 00 

紙類 

X X 
一 一 有害ごみ 

X X 
一 一 

資源物 
X X 

一 一 

粗大ごみ 

X X 
一 一 

災害ごみ 
一 

詳細後日お知らせ 詳細後日お知らせ — 

健
康
保
険
証
に
つ
い
て 

今
回
の
震
災
で
被
災
さ
れ
た
方 

が
健
康
保
険
証
を
な
く
さ
れ
た
場 

合
、
保
険
証
が
な
く
て
も
医
療
機 

関(

薬
局
も
含
む)

を
保
険
扱
い 

で
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

そ
の
際
、
医
療
機
関
に
は
、
次 

の
事
項
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

•
国
民
健
康
保
険
•
後
期
高
齢
者 

医
療
保
険
氏
名
、
生
年
月
日
、 

住
所 

•
社
会
保
険
氏
名
、
生
年
月
日
、 

事
業
所
名 

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者 

医
療
保
険
の
保
険
証
を
な
く
さ
れ 

た
方
は
、
印
鑑
や
そ
の
他
の
屯
1
類 

が
な
く
て
も
、
再
交
付
で
き
ま
す 

の
で
、
保
険
年
金
課
に
ご
相
談
く 

だ
さ
い
。
社
会
保
険
証
に
つ
い
て 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
に
お
尋
ね 

く
だ
さ
い
。 

窓
口
の
自
己
負
担
に
つ
い
て 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
さ
れ
る 

方
は
、
医
療
機
関
に
そ
の
旨
を
告 

げ
る
と
、
窓
口
の
自
己
負
担
金
の 

支
払
い
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。 

©
住
居
が
全
半
壊
、
全
半
焼
ま
た 

は
こ
れ
に
準
ず
る
被
災 

©
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま 

た
は
重
篤
な
傷
病 

•
問
い
合
わ
せ
先
保
険
年
金
課 

(

S
3
7
2
1
4
0)

 

住
民
累
な
ど
の
発
行 

通
常
、
住
民
禁
な
ど
の
証
明
書 

の
請
求
に
は
本
人
確
認
書
類
を
ご 

持
参
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、 

地
震
で
本
人
確
認
書
類
を
な
く
さ 

れ
た
方
は
、
窓
口
で
い
く
つ
か
の 

質
問
に
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
交 

付
で
き
ま
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
市
民
課(

a 

3
7
2
1
3
8)

 

交
付
手
数
料
無
料 

住
民
累
の
写
し
な
ど 

被
災
さ
れ
た
方
は
、
次
の
交
付 

手
数
料
が
無
料
と
な
り
ま
す
。 

•
種
類(

ひ
と
り
当
た
り
の
回
数)

 

•
住
民
粟
の
写
し(

複
数
回
可)

 

※
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
除
く 

•
住
基
力
j
ド
の
再
交
付(

ー
回)

 

※
住
基
ネ
ッ
ト
復
旧
次
第 

•
印
鑑
登
録(

1
回)

 

•
印
鑑
登
録
証
明
書(

複
数
回
可)

 

※
コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
除
く 

被
災
さ
れ
た
方
が
、
災
害
に 

よ
っ
て
破
損
•
紛
失
し
た「

住
基 

ヵ
丨
ド」

お
よ
び「

印
鑑
登
録
証」

 

の
再
交
付
を
受
け
る
場
合
と
、
災 

害
に
関
連
し
た
手
続
き
な
ど
の
た 

め
必
要
と
な
る「

住
民
粟
の
写 

し」
、「
印
鑑
登
録
証
明
書」

、「

印 

鑑
登
録(
新
規)

」

が
必
要
に
な
つ 

た
場
合
に
限
り
ま
す
。 

住
基
ヵ
丨
ド
の
再
交
付
、
印
鑑 

登
録
に
は
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

•
対
象
者
被
災
さ
れ
た
方 

•
実
施
時
期 

3
月
1
6
曰〜

6
月 

末
日 

•
問
い
合
わ
せ
先
市
民
課(

S 

3
7
2 

1 

3
8)

 

災
害
に
よ
リ
亡
く
な
ら
れ 

た
方
の
お
手
続
き 

©
葬
儀
社
に
連
絡
し
、
ご
遺
体
の 

運
搬
や
火
葬
の
日
程
な
ど
を
依
頼 

し
て
く
だ
さ
い
。 

©
市
民
課(

市
役
所
1
階)

窓
口 

で
、「

死
亡
届」

を
提
出
し
て
く 

だ
さ
い
。 

こ
の
災
害
で
亡
く
な
ら
れ
た
方 

の
一
里
壇
裔
苑
の
火
葬
場
使
用
料 

は
無
料
と
な
り
ま
す
。 

•
問
い
合
わ
せ
先
市
民
課(

S 

3 
2 

1
3 

8
、 

遺
体
安
置
所 

造
体
安
置
所
は
旧
相
馬
女
子
校 

体
育
館(

中
村
字
川
原
町)

で
す
。 

身
元
が
ま
だ
分
か
ら
な
い
ご
遺 

体
が
数
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。 

よ
り
早
い
身
元
確
認
に
つ
な
げ 

る
た
め
、
呰
さ
ま
の
ご
遺
体
確
認 

を
お
願
い
し
ま
す
。
ご
遺
体
の
確 

：
認
は
ど
な
た
で
も
可
能
で
す
。 




